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委
員
会
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政
組
織
規
則
の
一
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改
正
す
る
規
則 
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〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一

〇
宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一

〇
地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

二

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮　
城　
県　
教　
育　
委　
員　
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
の
三
第
十
一
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
体
育
協
会
（
」
を
「
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
体
育
協
会
（
」
に
改

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
五
号
の
表
中

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
」
を
削
る
。

　

第
六
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
削
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
、」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と

し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
、」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項

と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
及
び
」
を
削
る
。

　

第
二
十
九
条
の
二
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
及
び
」
を
削
る
。
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「

六　

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
五
条
に
基
づ
く
、
同
意
を
得
た
学
級
編
制
の
変
更

協
議
に
係
る
同
意

課

長

」
を

「

六　

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出（
変
更
の
届
出
を
含
む
。）

の
受
理

課

長

」
に
改



　

第
三
十
条
第
一
項
中
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
」、
同
条
第
二
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
情

報
及
び
」、
同
条
第
五
項
中
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
」
並
び
に
同
条
第
六
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
文
書
及
び
」
及
び
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱
主
任
又
は
電
子
文
書
取
扱
主
任
が
、
電

子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
」
を
削
る
。

　

第
六
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

　

第
六
条
の
二
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
削
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
、」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と

し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
、」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六

項
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
号
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、「
第
六
項
」

を
「
第
五
項
」
に
、「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
及
び
」
を
削
る
。

　

第
二
十
四
条
の
二
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
及
び
」
を
削
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
文
書
情
報
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
総

合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
及
び
」
及
び
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
文
書
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱
主
任
又
は
電
子
文

書
取
扱
主
任
が
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

　

第
二
十
六
条
第
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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